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Ⅰ　事業所の概要

1. 事業所名及び代表者名

事業所名 ：新潟ガービッヂ株式会社

代表者名 ：代表取締役　　関　祐介

ＴＥＬ ：025-774-2112 ＦＡＸ ：025-774-2113

Ｅ-mail ：honmiya@garbage.co.jp ＵＲＬ ：http://www.garbage.co.jp

2. 所在地（面積）

本社 ：新潟県南魚沼市宮1713番地 敷地面積：171㎡ 床面積：494㎡

リサイクルセンター ：新潟県南魚沼市新堀新田629-831 敷地面積：32,900㎡ 床面積：7,626㎡

第１プラント ：新潟県南魚沼市宮字西原2336-1 敷地面積：16,800㎡ 床面積：1,658㎡

第２プラント ：新潟県南魚沼市小川字下山腰1284-1 敷地面積：17,340㎡ 床面積：250㎡

三条営業所 ：新潟県三条市今井字道下489番地1 敷地面積：3,410㎡ 床面積：1,728㎡

3. 法人設立年月日 ：1987年7月25日

4. 資　本　金 ：4,300万円

5. 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 ：関　宗隆 ＴＥＬ　025-775-3771 Ｅ-mail ：s-munetaka@garbage.co.jp

担当者 ：小林　聡樹 ＴＥＬ　025-775-3771 Ｅ-mail ：kobayashi-s@garbage.co.jp

6. 売上高 ：2021年7月1日～2022年6月30日 2,793,890千円 (第35期）

：2020年7月1日～2021年6月30日 1,909,922千円 (第34期）

：2019年7月1日～2020年6月30日 1,698,405千円 (第33期）

※　エコアクション21の活動年度は毎年度4月～翌年3月としています。

2022年4月1日

環境レポート
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7. 環境経営方針

新潟ガービッヂ株式会社は、廃棄物処理業、建設業の事業活動において、

社是「やさしい環境を未来の子供達のために」に沿って、下記の環境経営方針を定め、

継続的な改善を図りつつ、より積極的に地球環境保全活動を推進いたします。

1. 環境関係法令及び諸規定を遵守し環境保全に努めます。

２.

３.

４.

５. 事業活動を通じて、周辺地域及び利害関係者とのコミュニケーションを図ります。

新潟ガービッヂ株式会社

2022 年 10 月 1 日

環境方針は一般の方に公表いたします。

　環境省が制定した優良産業廃棄物業者認定制度の適合も受け、更なる品質向上と環境
負荷の低減に努めております。

　今後とも環境コンプライアンスを遵守し、お客様に誠意ある安心・安全なサービスを提供
するとともに、地球環境保全活動に貢献してまいります。

基本方針

代表取締役 関　祐介

環境経営方針
経営理念

当社は創業以来、環境保全に積極的に取り組み、自然と人の共存を目指してまいりまし
た。
常に環境経営の課題を認識したうえでチャンスを確実につかむ努力をすることで、これから
も社会に貢献してまいります。

　廃棄物処理業、建設業を進めるにあたり、循環型社会形成の基本となる『3R （Reuse、
Reduce、Recycle）』、新技術の確立および施設の整備・充実と、社員の環境保全意識の高
揚に努めてまいりました。

環境経営の取組みにおいて、環境負荷の低減目標（環境経営目標）を定め、目標達成
に必要な環境経営計画（資源循環の推進、環境配慮に重点を置いた建設施工計画な
ど）に社員全員で取り組みます。

着実かつ効果的な環境保全に資する取組となるよう、環境マネジメントシステムを常に
見直し改善を図ります。

社員及び当社の仕事に従事する全ての人の環境意識の高揚を図るため、教育・啓発
に努めます。
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8. 組織   

１）組織図

２）従業員数 1 名

1 名

名 名 名 名 名 名 名 名 1 名 名 名 名

現在

9. 事業活動の概要　(認証・登録範囲は全組織・全活動）

１）一般廃棄物収集運搬業

２）一般廃棄物処分業

３）産業廃棄物処分業（中間処理）

４）産業廃棄物収集運搬業

５）特別管理産業廃棄物処分業（中間処理）

６）特別管理産業廃棄物収集運搬業

７）建設業

８）再生建設資材販売

1 9 5

2022年6月1日

1 5 9 11 29 19 20 6

・石膏ボードＧ

・安全管理
・総務
・採用

・焼却Ｇ・解体工事Ｇ ・工事施工Ｇ ・受入事務Ｇ ・社内ITインフラ保守更新

・HP保守更新

・会社㏚

・がれき類破砕Ｇ・汚泥Ｇ ・一廃運搬Ｇ ・環境事務Ｇ ・木材破砕Ｇ

・汚泥運搬Ｇ

・企画・営業G ・総務
・経理
・不動産

・企画・営業G ・分別破砕圧縮Ｇ ・産廃運搬Ｇ

第二ﾌﾟﾗﾝﾄ

企画・
営業部

(統括：番場良文）

総務部
(常務：小林森隆）

企画・
営業部

(統括：番場良文）

廃棄物
処理部

(部長：上村幸洋）

収集・
運搬部

(専務：関宗隆）

解体
工事部

(統括：大久保勉）

建設・土木

工事部
(統括：中根勝、中島一貴）

事務
管理部

（専務：関宗隆）

安全
管理室

（室長:小林聡樹）

三条営業所 本社 リサイクルセンター
第一ﾌﾟﾗﾝﾄ

廃棄物
処理部

(部長：上村幸洋）

廃棄物
処理部

(部長：上村幸洋）

代表取締役　社長　　関　祐介

内部監査員

環境管理責任者　取締役専務　関　宗隆

環境事務局

EA21推進委員会

広報
通信室

（室長：遠山尚史）
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10.施設等の状況

１）産業廃棄物施設設置許可

２）重機車両、登録収集運搬車両

合計 34

フォークリフト リサイクルセンター 2.5～3.5 ｔ 3

バックホウ 土木建築部 0.4～0.8 ㎥級 3

フォークリフト 第１プラント 3～3.5 ｔ 2

バックホウ リサイクルセンター 0.25～0.45 ㎥級 4

バックホウ 解体部 0.25～1.9 ㎥級 6

バックホウ 第１プラント 0.25～0.7 ㎥級 6

バックホウ 第２プラント 0.45～0.7 ㎥級 2

合計 70

種類 管理部署 能力 台数

タイヤショベル 第１プラント 2.1～2.6 ㎥級 2

タイヤショベル 第２プラント 3～3.4 ㎥級 2

タイヤショベル

冷蔵冷凍車 1
脱着装置付コンテナ専用車

1
その他 5
カメラ車

2
フルトレーラ 1
パッカー車

14
清掃車 11
人送車

11

ユニック 9
1

ダンプ 14
タンク車

リサイクルセンター 0.5～2.6 ㎥級 4

登録車両種類 台数

破砕分別処理施設 - 同上 2000年8月28日
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（廃石膏
ボードに限る。）

16ｔ/日

圧縮減容梱包施設 - 同上 2003年6月21日 廃プラスチック類（軟質系廃プラスチック類に限る。） 1.2ｔ/日

破砕処理施設 - 同上 2005年7月7日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずコンクリートく
ず及び陶磁器くず（以上、廃蛍光管、廃水銀灯、廃ナトリ
ウム灯に限る）以上水銀使用製品産業廃棄物を含む）

12,240kg/
日

凝集沈殿処理施設 - 同上 2005年7月7日
汚泥（無機性のものに限る）

336㎥/日

造粒固化処理施設 - 同上 2005年7月7日
汚泥（無機性のものに限る）

233t/日

破砕処理施設（廃石膏ボード） - 同上 2009年9月14日
廃石膏ボード（水銀使用製品産業廃棄物を除く）

8t/日

圧縮減容梱包施設 - 同上 2011年7月27日
廃プラスチック類、紙くず、ガラスくずコンクリートくず
及び陶磁器くず
（圧縮減容出来る物に限る）

61.152ｔ/
日

中和施設【特別管理産業廃棄物を含む】 - 令第7条非該当施設 2017年10月23日
強酸、強アルカリ

4㎥/日

破砕処理施設一廃廃棄物処理施設 新潟県
新潟県南魚振健
（環）第19-1号

2006年8月29日
不燃ごみ（コンクリートの破片その他これに類する不要
物、廃蛍光管、廃水銀灯、廃ナトリウム灯に限る）木くず 12.24t/日

脱水処理施設（汚泥有機） 新潟県
新潟県南魚振健
（環）第37-1号

2017年10月2日
汚泥（有機性のものに限る）

20.5㎥/日

脱水処理施設（汚泥無機） 新潟県
新潟県南魚振健
（環）第439-2号

2023年1月18日
汚泥（無機性のものに限る）

165㎥/日

破砕施設 新潟県
新潟県南魚保

（環）第54-2号
2005年6月23日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器く
ず、がれき類（以上、水銀使用産業廃棄物を除く）

最大
131,873kg/
日

破砕処理施設(移動式) 新潟県
新潟県南魚振健

第37-1号
2020年3月12日

木くず(係留場所：南魚沼市宮字入会原1974-1）

170.4t/日

破砕施設（がれき類、他） 新潟県
六保

（環）第370-15号
2008年3月31日

がれき類、汚泥（85％以下に脱水した生コンクリートに限

る。）ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず（生コン
クリートに限る。））（以上、水銀使用産業廃棄物を除く）

480t/日

脱水施設（移動式） 新潟県
六保

（環）第226-2号
1997年8月1日

汚泥(係留場所：南魚沼市宮字三国川原740-6）

45.1t/日

焼却施設（汚泥） 新潟県
六保

（環）第263-7号
1995年12月14日

汚泥
6.85t/日

能力

焼却施設
【特別管理産業廃棄物を含
む】

新潟県
六保

（環）第181-3号
1995年3月31日

その他の産業廃棄物（汚泥、廃酸、廃アルカリ、紙く
ず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス
くずコンクリートくず及び陶磁器くず、医療廃棄物）
【特別管理産業廃棄物：感染性廃棄物含む】廃プラス
チック類廃油【特別管理産業廃棄物含む）

最大
24t/日

許可内容 地域 許可№
許可日

又は設置日
品目等
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11. 許可の概要
現在

（１）　一般廃棄物処分業

市町村 許可番号 許可日 及び 有効期限

南魚沼市 南魚廃第475号 R4.3.1 ～ R6.2.29

　　

（２）一般廃棄収集運搬業（積替え・保管を除く）

市町村 許可番号 許可日 及び 有効期限

湯沢町 南魚廃第475号 R4.2.1 ～ R6.1.31

（３）　産業廃棄物処分業

新潟県 01525038613 R2.10.28 ～ R9.10.27 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

新潟県 01575038613 H30.5.18 ～ R7.3.24 ● ● ● ● ●

南魚沼市 南魚廃第462号 R4.3.1 ～ R6.2.29

・家屋の取壊しに伴う一般廃棄物

都道府県
・

政令市
許可番号 許可日 及び 有効期限

湯沢町全域

石
綿
等

廃
酸

鉱
さ
い

が
れ
き
類

ば
い
じ
ん

石
綿
含
有

燃
え
殻

ば
い
じ
ん

木
く
ず

汚
泥

鉱
さ
い

廃
油

事業の範囲（区域） 許可内容

優
良
認
定

許可品目
普通産廃 特管産廃

燃
え
殻

紙
く
ず

南魚沼市全域
・中間処理（破砕）
　不燃ごみ（コンクリートの破片その他これに類する不要物、
　廃蛍光管、廃水銀灯、廃ナトリウム灯）、木くず

事業の範囲（区域） 許可内容

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

2022年4月1日

ガ
ラ
ス
・

陶
磁
器
く
ず

廃
プ
ラ
ス

チ
ッ

ク

繊
維
く
ず

動
植
物
性

残
さ

ゴ
ム
く
ず

金
属
く
ず

廃
ア
ル
カ
リ

六日町地域
・事業系一般廃棄物
・引っ越しに伴う一般廃棄物
・葬儀に伴う一般廃棄物

南魚沼市全域 ・家屋解体に伴う一般廃棄物

感
染
性
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（４）産業廃棄物収集運搬業

①　積替え・保管を含む

01515038613 R2.10.28 ～ R9.10.27 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

01565038613 H30.5.18 ～ R7.3.24 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

面積 ㎡ 20.0

保管量 ㎥ 4.0

面積 ㎡ 2.0 16.2 15.0

保管量 ㎥ 2.0 6.2 32.0 10.0

面積 ㎡ 40.0 8.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 10.0

保管量 ㎥ 32.0 6.2 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 8.0

新潟県
第１プラント

リサイクルプラント

新潟県三条市今井字道下490番1　外　

新潟県南魚沼市宮字西原2349番

新潟県南魚沼市田崎字三国川原
740番7

三条支店

石
綿
含
有

都道府県
・

政令市
許可番号 許可日 及び 有効期限 ガ

ラ
ス
・

陶
磁
器
く
ず

鉱
さ
い

が
れ
き
類

ば
い
じ
ん

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス

チ
ッ

ク

紙
く
ず

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

普通産廃

木
く
ず

繊
維
く
ず

動
植
物
性

残
さ

廃
石
綿
等

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

石
綿
含
有

燃
え
殻

ば
い
じ
ん

汚
泥

鉱
さ
い

廃
油

許可品目

普通産廃 特管産廃
保管面積
最大保管量

積替保管施設名称
所　在　地

感
染
性

ゴ
ム
く
ず

金
属
く
ず

積替え・保管施設の許可状況

優
良
認
定

許可品目
特管産廃

廃
石
綿
等

燃
え
殻

汚
泥

電
池

水
銀
使
用
製

品

廃
プ
ラ
ス

チ
ッ

ク

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず

金
属
く
ず

ガ
ラ
ス
・

陶
磁
器
く

ず が
れ
き
類
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②　積替え・保管を除く

愛知県 02350038613 H29.4.17 ～ R6.3.19 ● ●

石川県 01709038613 H26.6.12 ～ R10.6.11 ● ● ● ● ● ●

茨城県 00801038613 R2.3.19 ～ R9.3.18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

神奈川県 01403038613 R4.7.5 ～ R11.2.17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

群馬県 01000038613 R2.7.21 ～ R9.7.20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

群馬県 01050038613 H31.3.19 ～ R6.3.18 ● ● ● ● ● ● ● ●

埼玉県 01104038613 H30.7.23 ～ R7.6.10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

千葉県 01200038613 R2.3.30 ～ R9.3.31 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

東京都 13-00-038613 H31.2.14 ～ R8.2.13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

東京都 13-50-038613 H31.2.14 ～ R8.2.13 ● ● ● ● ●

栃木県 00900038613 R4.9.19 ～ R11.9.18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

富山県 01606038613 H26.11.30 ～ R10.11.29 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

長野県 2009038613 R2.7.8 ～ R9.7.7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

長野県 2059038613 H31.3.12 ～ R6.3.11 ● ● ● ● ● ● ● ●

福島県 00707038613 H29.3.19 ～ R6.3.18 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

福島県 00757038613 H29.3.19 ～ R6.3.18 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

宮城県 00400038613 H28.11.7 ～ R5.11.6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

宮城県 0450038613 H30.5.23 ～ R7.5.22 ● ● ●

山形県 0609038613 H29.2.14 ～ R6.2.13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

山形県 0659038613 H30.6.26 ～ R7.6.25 ● ● ● ● ● ● ●

（5）建設業

新潟県 般-3第18801号 R3.6.1 ～ R8.6.1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

新潟県 特-3第18801号 R3.6.1 ～ R8.6.1 ● ● ● ● ● ● ●

許可を受けている建設業の種類

鋼
構
造
物

し
ゅ

ん
せ
つ

解
体

都道府県
・

政令市
許可番号 許可日 及び 有効期限

大
工

左
官

屋
根

管

タ
イ
ル
・

れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ

ク

舗
装

塗
装

防
水

内
装
仕
上

造
園

水
道
施
設

土
木
一
式

建
築
一
式

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー

ト

石

特管産廃

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス

チ
ッ

ク

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず

動
植
物
性

残
さ

ゴ
ム
く
ず

金
属
く
ず

感
染
性

廃
石
綿
等

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

燃
え
殻

ば
い
じ
ん

汚
泥

鉱
さ
い

廃
油

都道府県
・

政令市
許可番号 許可日 及び 有効期限

※　注意事項
廃棄物ごとの「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん」及び各県ごとの「自動車等破砕物」の「含む、除く」、並びに特管産廃の「有害金属等」については許可証を参照願います。
許可証は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団運営の産廃ネット「http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index.php」で新潟ガービッヂを検索し取得してください。

ガ
ラ
ス
・

陶
磁
器
く
ず

鉱
さ
い

が
れ
き
類

ば
い
じ
ん

石
綿
含
有

優
良
認
定

許可品目
普通産廃
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12.廃棄物取扱の実績

１） 産廃取扱の実績

　① 受託収集運搬実績 ②　受託産業廃棄物（中間）処分実績

③　自社が排出した産業廃棄物 ④ 建設業：工事件数

合  計

月平均

土木工事（自社元受）

土木工事（請負）

合  計

月平均

2022度　単位：件

114

21

16

184

298

24.83

354

51,283

2,260

12

2,272

53,556

解体工事（自社元受）

解体工事（請負）

その他

計

感染性廃棄物

その他

計

総    計

特
管
産
廃

産
業
廃
棄
物

2022年度　単位：ｔ

2,213

22,841

14,673

384

446

1,789

5,092

3,492

品目

ガラス・陶磁器くず

がれき類

汚泥

金属くず

動植物性残さ

廃プラスチック類

木くず

混合

20,82515,323 5,502総    計

3.08

37

2022年度　単位：ｔ

ばいじん

品目

136

その他

もえがら

2,874

2022度　単位：ｔ

中間処分後
残渣排出

2,874

1,621 1,621

136

778236 542木くず

特
管
産
廃

15,312 5,502 20,814計

11 11引火性廃油

0その他

11 0 11計

産
業
廃
棄
物

ガラス・陶磁器くず 2,444 2,461

がれき類

17

7 51 59

12,324

汚泥

12,177 147

0金属くず

562 562廃プラスチック類

0廃石膏ボード

12

1,802

特
管
産
廃

感染性廃棄物

総    計 33,848

計

合計

1,791

自社排出
（解体分）

その他

品目

1,236

14,315

8,315

2,947

2,875

2,357

32,046

産
業
廃
棄
物

ガラス・陶磁器くず

がれき類

汚泥

混合

木くず

計

その他
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13.一般廃棄物取扱の実績

1） 一般廃棄物取扱の実績

① 一般廃棄物運搬量、受入量（受入、処理は木くず、雑排水のみ）

破砕

脱水

破砕

破砕

14.対象範囲（認証・登録範囲）

・ 本社、リサイクルセンター、第1プラント、第2プラントにおける全活動及び全従業員

・ 2020年度に、三条営業所を対象範囲に追加した。

42.89

4.29

223.32

277.86

7.36

0.00

収集運搬受託

計

取扱い内容品目

木くず

雑排水

がれき類

蛍光管類

事業系一廃

処理受託

2022年度

処理量　　単位：ｔ
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Ⅱ 環境経営の概要

1. 環境経営目標　　　　　　　　　

環境経営目標一覧表

2021年4月～2022年3月 2022年4月～2023年3月 2023年4月～2024年3月

1

（１） 4％削減 5％削減 6％削減 全社

0.636 0.630 0.623

（２） 4％削減 5％削減 6％削減

0.097 0.096 0.095

（３） 1％削減 1％削減 全社

2022年度から新たに目標を設定。通
期を通して実績値の推移を見る必要
があり削減目標を1%とする

0.0653 0.0653

2

（１） 3.5％削減 4％削減 4.5％削減 全社

0.470 0.468 0.465

（２） 90％以上 90％以上 90％以上 全社

90.00% 90.00% 90.00%

3

（１）
2018年度実績を超えな
い。

2018年度実績を超えな
い。

2018年度実績を超えな
い。

0.362 0.362 0.362

4

（１）
2017年度実績を超えな
い。

2017年度実績を超えな
い。

2017年度実績を超えな
い。

0.073 0.073 0.073

基準年度実績

2017年度

2017年度を基準として、2022年度末までに、売上
金額に対する二酸化炭素排出量を5％削減する
((kg-CO2)/売上金額（100円))

基準 0.663

ＣO₂排出量の抑制　　

取組項目 実行部門

2017年度を基準として、2022年度末までに、売上
金額に対する電気使用量を5％削減する。(電気量
(kw)/売上金額(100円)）

2021年度を基準として、2022年度末までに、売上
金額に対する化石燃料からのCO2排出量を1％削減
する（化石燃料((kg-CO2)/売上金額(100円)）

廃棄物の排出量削減(自社及び受託産業廃棄物)

総排水量の維持

化学物質使用量率の維持

Ａ
2017年度を基準として、2022年度末までに、売上
金額に対する自社中間処理後廃棄物量を4％削減
する。（二次ﾏﾆ排出量(kg)/売上金額(100円)）

Ｂ
産業廃棄物のリサイクル率90％以上を継続する。

2018年度データ収集、2018年度を基準として、売
上金額に対する排水量の維持(排水量(ℓ)/売上金
額(100円)）

2017年度を基準として売上金額に対する化学物質
使用量の維持(薬剤使用量(kg)/売上金額(100
円)）（PRTR法対象化学物質は使用しておりませ
ん。）

基準 0.073

2018年度実績
を基準

基準 89.08%

基準 0.487

基準 0.0660

基準 0.101

全社

全社

・廃棄物処理部門

年　　　間　　　目　　　標

12 



２.環境経営目標の実績

環境経営目標・実績・評価

2021年4月～2022年3月 2022年4月～2023年3月 2023年4月～2024年3月
部　門

1

目標 0.636 0.630 0.623
実績 0.276 0.281

（㎏-CO₂） 8,114,268 8,202,744

達成率（％） 156.60% 155.40%

評価 ○ ○

目標 0.097 0.096 0.095

実績 0.047 0.043

使用量（ｋｗ） 1,384,745 1,248,084

達成率（％） 151.55% 155.21%

評価 ○ ○

目標 0.0653 0.0653

実績 　　　　　　0.0690

（㎏-CO₂） 2,015,508

達成率（％） #DIV/0! 94.33%

評価 ○ ×

2

目標 0.470 0.468 0.465

実績 0.241 0.228

実績（kg） 7,090,400 6,659,916

達成率（％） 148.72% 151.28%

評価 ○ ○

目標 90％以上 90％以上 90％以上

実績 90.28% 91.96% #DIV/0!
処理(kg) 66,160,240 68,438,000

ﾘｻｲｸﾙ(kg) 59,726,890 62,937,000

達成率（％） 100.31% 102.18%

評価 ○ ○

3

目標 基準　2018年度実績 0.362 0.362 0.362

実績 0.226 0.245

実績使用量ℓ 6,650,000 7,158,000

達成率（％） 137.57% 132.32%

評価 ○ ○

4

目標 0.073 0.073 0.073

実績 0.021 0.027

（kg） 617,540 784,068

達成率（％） 171.23% 163.01%

評価 ○ ○

2,940,000,000 2,920,000,000

適合

是正無し

※1　購入電気は2021年度の東北電力（株）の調整後排出係数（0.457kg-CO2/kWh）を使用

1,192,455,000

化学物質使用量の維持

環境負荷低減に努めた結果、ほぼ全ての項目で目標を達成できた。また、化石燃料からのCO2排出量は、目標若干未
達であるが、総体としてのCO2排出量は達成しており、特段の是正措置は不要と判断。

（２
）
※1

（３）

（１）

（１）

（１）

（１）

-

達成〇・未達×

全社

・廃棄物処理部門

全社

全社

全社

全社

56,389,120

0.073

-

達成〇・未達×

874,223

2017年度を基準として
2022年度末までに売上金
額に対する二酸化炭素排
出量を5%削減する〔㎏-
CO₂/売上金額(100円)〕

-

達成〇・未達×

-

-

2021年度を基準として、
2022年度末までに、売上
金額に対する化石燃料か
らのCO2排出量を1％削減
する（化石燃料(kg-CO2/
売上金額(100円)）

2017年度を基準として、
2022年度末までに、売上
金額に対する電気使用量
を5％削減する（電気量
(kw)/売上金額(100円)）

（１）

環境方針・取組項目

環境管理
責任者

確認
分析
評価

ＣO₂排出量の抑制　　                                                　　　　　　　　　　

基準

基準

基準

年間売上高

基準
Ａ
2017度を基準として、
2022年度末までに、売上
金額に対する自社中間処
理後廃棄物量を4％削減
する（二次ﾏﾆ排出量
(kg)/売上金額(100円)）

Ｂ
産業廃棄物のリサイクル
率90％以上を継続する。

2018年度データ収集、
2018年度を基準として、
売上金額に対する排水量
の維持(排水量(ℓ)/売上
金額(100円))

2017年度を基準として売
上金額に対する化学物質
使用量の維持(薬剤使用
量(kg)/売上金額(100
円)）

総排水量の削減

廃棄物の排出量削減(自社及び受託産業廃棄物)

0.487

基準

基準

50,234,000

全社

（達成率：各年度目標値に対する実績値の達成割合を表示しています。）
（達成率計算方法：｛1±（実績値-目標値/目標値）｝・100%但し、増加目標は+、削減目標は-を使用）

基準年度：2017年度

7,900,650

-

達成〇・未達×

1,209,051

-

達成〇・未達×

1,936,380

89.08

-

0.663

0.101

0.0660

達成〇・未達×

5,806,000

-

達成〇・未達×
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３.環境経営計画・評価及び次年度の環境経営目標並びに環境経営計画

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

化学物質（薬品）を過剰に使用をしない

水道水下水道利用量の節水対策を継続して実施する

○

② 分別、減容化（焼却、脱水等）の徹底 各部署長 ○

③ 社員の環境意識の向上を図る 環境管理責任者 ○

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

有効活用を進め、排出量を削減する

継続

○① 人送車のアイドリングを適正にする 解体部長

○

産業廃棄物の有効活用率の向上

①
受入廃棄物の分別を徹底し、再資源化率の向上に努め
る

各部署長

② 工事に使用する重機運転のアイドリングを適正にする 解体部長

③ 発電機等の設備機器の空運転をなくす 解体部長

総排水量削減

(1)水道水節水対策
(三条営業所を除く全社共通の取組） ① 蛇口等の閉め忘れ内容徹底 各部署長

2023年度
計画

継続

電力・化石燃料の使用量を削減する。

継続

継続

継続

継続

○

○

○

② 木くずの有効活用率の向上を図る 各部署長 ○

○

○

④ 積込時にはアイドリングをストップする。 収集運搬部長 ○

4

化学物質使用量率の維持

(1)産業廃棄物処理に使用する化学物質
（薬品）の使用率維持 ①

中間処理後の廃棄物の状態を確認し余分な化学物質（薬品）
の使用を避ける

各部署長

環境経営計画・評価

(2) 自社排出産業廃棄物の削減

① 中間処理後、リサイクル可能品の回収を徹底させる。（燃え殻中の
鉄くず回収等）

各部署長

2022年度
実施確認

1

二酸化炭素排出量削減

(1)
電力の削減
(三条営業所を除く全社共通の
取組）

①

（2)
化石燃料の削減
(三条営業所を除く全社共通の
取組）

①
車輌整備の徹底により燃費の向上をはかる。（オイル、タイ
ヤ交換等）

収集運搬部長 ○

③ 電気使用量のﾋﾟｰｸ電力を抑える（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ管理） 各部署長 ○

④

実施責任者環境経営目標・取組項目

照明器具、不要時の消灯（特に工場内水銀灯注意） 各部署長 ○

②
消雪用ポンプの管理（不要時のスイッチOFF、センサー
も）

各部署長 ○

暖気運転時のアイドリング時間の適正管理を行う。 収集運搬部長 ○

③
運転技術の向上を図る。（スムーズな運転、極端に回転す棟
を上げない）

収集運搬部長 ○

⑤

(2)下水道使用料の削減対策
(三条営業所を除く全社共通の取組） ②

排水前に水量（曝気槽）の確認をし適切な水量を管理
する

各部署長

3

パソコンスイッチのきめ細かい管理 各部署長 ○

2

廃棄物の排出量削減
（自社及び受託産業廃棄物）

(1)

空調の管理を徹底する
(不在部屋のｴｱｺﾝｽｲｯﾁOFF)

各部署長 ○

②

（3)建設現場における取組
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４.評価のまとめ

１）評価のまとめ

２）次年度の環境経営目標及び環境経営計画

５.代表者による全体の評価と見直し・指示結果

・

・

・

・

・

・

実施体制については、各自の役割を適切に果たすことを通し環境経営目標の達成を図って参りたいと思
います。

社是「やさしい環境を未来の子供達のために」を達成するためには、現在の環境方針は適確であり、今
後も方針に沿って活動していきたいと考えます。尚、経営環境の変化等を踏まえ、将来的には適時適切
な見直しを図って参りたいと思います。

環境経営計画は、環境経営目標を達成するための行動計画であり、適切な計画であると考えます。
尚、経営環境の変化等を踏まえ、将来的には適時適切な見直しを図って参りたいと思います。

環境経営目標については、環境負荷低減に資する目標であり、継続することが適切と考えます。
尚、経営環境の変化等を踏まえ、将来的には適時適切な見直しを図って参りたいと思います。

地球規模での取組みとなっているSDGsの達成に貢献し、豊かな地域環境を守っていくという当社の使命
を果たすべく、これまで行ってきた環境負荷低減の取り組みを継続し、会社全体で環境経営目標の達成
に向けて努力して参りたいと思います。

　環境負荷低減に努めた結果、環境経営目標として定めた項目については、
　ほぼ全ての項目を達成することができたことは、評価できると考えます。

　環境関係法規等は環境保全の社会的要請から多くの改正が行われています。
　常に改正情報を把握し、社内教育も適時に実施されており法令遵守についての
　問題はありませんでした。

　本年度は外部からのクレーム等はありませんでした。

　2023年度の環境経営目標はＰ13に、環境経営計画はＰ14に記載の通りです。

上記4項目を含め、環境経営システムを見直した結果、変更の必要はないと判断しました。
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６.　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反・訴訟などの有無

法令・条例・指導要綱等 該当する活動
評価
結果

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

・（特別管理）産業廃棄物処分業、運搬業（変更）許可申請、軽微変更等届出
・（特別管理）産業廃棄物処分施設設置（変更）許可、軽微変更届
・委託基準（契約書、マニフェスト運用）の遵守
・運搬、保管、処分基準の遵守

○

新潟県産業廃棄物等の適正な処理
の促進に関する条例

産業廃棄物県内適正処理
県外産業廃棄物の処分計画の事前協議及び実績報告等
処理委託先の確認

○

他県の県外廃棄物事前協議 事前に県外産業廃棄物処分計画協議書を提出。 ○

新潟県産業廃棄物処理施設の設置
及び維持管理に関する指導要綱

・産業廃棄物処理施設の構造に関する基準及び維持管理に関する基準
・環境調査指針

○

建設工事に係わる資材の再資源化
等に関する法律（建設リサイクル
法）

・発注者に解体方法の説明をしたうえで契約
・特定建設資材の分別の実施及びリサイクルの実施
・完了報告

○

使用済自動車の再資源化等に関す
る法律（自動車リサイクル法）

使用済自動車を解体し、自動車部品を回収する事業を行う場合は、都道府県から
解体業の許可が必要

○

特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律

特定工場に該当しない
○

騒音規制法

・当事業場は、騒音規制地域外である
・建設現場(解体)での使用機械騒音規制
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該
特定建設作業の開始の日の七日前までに、市町村長に届出なければならない(第
14条)

○

水質汚濁防止法 特定施設設置届出書の提出 ○

悪臭防止法 当該施設は、悪臭防止法規制区域外である ○

振動規制法

・当該施設は、振動規制区域外である
・建設現場(解体)での使用機械騒音規制
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該
特定建設作業の開始の日の七日前までに、市町村長に届出なければならない(第
14条)

○

新潟県生活環境の保全等に関する
条例

特定施設設置の届け出
・大気汚染
・水質汚濁

○

南魚沼市告示
環境基準の類型を当てはめる地域
の指定

騒音、振動について、特定建設作業の届け出が必要な地域であるかどうか該当市
町村条例を確認

○

大気汚染防止法 焼却炉水銀濃度の測定が年2回必要になる。 ○

ダイオキシン類対策特別措置法 排ガス排出基準値　施設規模：２ｔ／ｈ未満10ナノグラムTEQ／㎥Ｎ ○

特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善の促進に関
する法律（ＰＲＴＲ法）

産業廃棄物処分業を営む事業者は特別要件施設による届出対象事業者となり、ダ
イオキシン排出量の報告が必要である

○

　法的義務を受ける主な環境関連法規制は次のとおりです。遵守状況を自主点検した結果、違反はないことを確認
しました。また、関係当局からの違反の指摘はありませんでした。訴訟もありませんでした。
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法令・条例・指導要綱等 該当する活動
評価
結果

フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律（フロン排
出抑制法）

フロン回収・破壊法を平成27年4
月1日改正

・建設工事元請業者は、フロン使用製品の設置の有無について確認し、 第一種
フロン類充てん回収業者に引き取らせなければならない。特定製品を廃棄する場
合には、当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及
び破壊されるように努める
・解体工事におけるフロン使用機器の有無の確認記録の3年間保存（令和2年4月1
日施行）
・フロン使用製品の点検実施

○

特定特殊自動車排出ガスの規制等に
関する法律（オフロード法）

・公道を走行しないバックホウ、フォークリフト、ブルドーザー等のオフロード
車の排出ガスを規制
施行日（平成18年4月1日）以降に製作された新型車は、排出ガス基準を満たす基
準適合表示を付したものでなければ国内では使用できない。 　ただし、平成18
年4月1日以前に製作されたオフロード車は規制適用外。

○

浄化槽法
浄化槽管理者は、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならな
い。

○

下水道法
特定施設設置・使用届出提出
下水道排出基準の遵守

○

道路法 積荷の高さ、長さの規制 ○

道路交通法 車両の始業点検、定期点検法定点検 ○

道路使用
道路交通法第77条第１項

解体工事（道路使用） ○

道路占有
道路法第32条第4項道路交通法第
78条第2項

解体工事（道路占有） ○

道路通行許可
道路交通法第８条

収集運搬車の通行、運行路 ○

道路運送車両法 積載品目の確認積載量の適正化 ○

労働安全衛生規則
第34条の2の7第１項
化学物質のリスクアセスメントの実施

○

労働安全衛生法
大気汚染防止法
石綿障害予防規則

解体工事における石綿含有資材（レベル1～レベル3）の除去に際し遵守すべき事
項

○

廃棄物 焼却施設解体工事の際の
計画の届出：労働安全衛生規則第
90条

対象：
火格子面積2㎡又は200kg/Ｈ以上の廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等

○

消防法 火元責任者の指名、危険物取扱者、消火器の設置、消火訓練の実施 ○

計量法 特定計量器の定期検査 ○

魚沼漁業協同組合排水放流同意条
件

支障発生時、変更時、報告・協議水質検査（年2回報告）5年ごとに同意書の更新 ○

最終処分場との協定
「金属等を含む産業廃棄物の埋立
処分に係る判定基準」

1年に1回燃殻、ばいじん、汚泥の重金属溶出試験(埋立基準）結果を最終処分場
に提出する。

○
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※第1プラント

脱水処理（有機汚泥）
下水排水

自
社
搬
入

業
者
搬
入

受
入
・
分

別
・
保
管

Ｐ
ｈ
調
整

凝
集
沈
殿

脱
水

曝
気

処理水

第1プラント
焼却処理へ

処分業（1）（2） 特管（1）
汚泥

中和処理（廃酸・廃アルカリ）

自
社
搬
入

業
者
搬
入

受
入
・

分
別
・

保
管

Ｐ
ｈ
調
整

第1プラント
焼却処理へ

処分業（1）（2） 特管（1）

圧縮減容梱包処理 外部委託

自
社
搬
入

業
者
搬
入

受
入
・

分
別
・

保
管

投
入

圧
縮

梱
包

保
管

リサイクル業者

紙
外部委託

磁選器　　　　金属回収
リサイクル業者

自
社
搬
入

業
者
搬
入

受
入
・
分
別
・
保
管

1
次
破
砕

2
次
破
砕

粒

ふるい 粉

破砕・分別処理（石膏ボード） リサイクルセンター
造粒・固化処理施設へ

処分業（11）

自
社
搬
入

業
者
搬
入

受
入
・
分

別
・
保
管

破
砕
処
理

粒
度
調
整

製品保管

汚泥調湿材 第1プラント
焼却処理へ

処分業（1）（2） 特管（1）

破砕処理（木くず） 外部委託

焼却処理 外部委託

排ガス排出 測定口

バイオマス燃料

建設会社

磁選器
金属回収

リサイクル業者

自
社
搬
入

業
者
搬
入

受
入
・
分
別
・
保
管

焼
却
処
理

排ガス処理 煙突排出

集塵灰
管理型最終処分場

燃え殻
リサイクル業者

磁選器金属回収

18 



※第2プラント
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